
原則工期延長は致しません。
ただし、例外として変更事由が発生した場合は協議により決定いたしま
す。

【特記仕様書】
第６章　準備工
§１　準備工　　機器据付に支障となる沈砂池底部に堆積する
土砂等の浚渫を行うこと。
とありますが、産廃処分が必要でしょうか。

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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回　　　　答

【公告】
１　入札に付する事項
　(4)　工期　契約締結から令和３年３月１５日（月）まで。
とありますが、工期延長は可能でしょうか。

必要となります。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第３８号 件　　　　名 令和２年度利倉ポンプ場沈砂池設備更新工事


